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平成20年３月31日付け新潟県企業局管理規程第７号（新潟県企業局組織規程の一部を改正する規程） 

23ページの 

「  （組織） 

第８条 （略） 

 庶務課 

  庶務係 

 発電課 

 

 工務第１課 

  管理係 三面係 

 工務第２課 

  胎内係 県央係 

 （組織） 

第８条 （略） 

 庶務課 

  庶務係 

 発電課 

  発電係 

 工務第１課 

  管理調整係 胎内係 

 工務第２課 

  三面第１係 三面第２係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

は、 

「  （組織） 

第８条 （略） 

  庶務課 

   庶務係 

  発電課 

   発電係 

  工務第１課 

   管理係 三面係 

  工務第２課 

   胎内係 県央係 

 （組織） 

第８条 （略） 

  庶務課 

   庶務係 

  発電課 

   発電係 

  工務第１課 

   管理調整係 胎内係 

  工務第２課 

   三面第１係 三面第２係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

の誤り。 

 


